
　

国
民
年
金
に
は
、
日
本
国
内
に
住

む　

歳
か
ら　

歳
に
な
る
ま
で
の
す

２０

６０

べ
て
の
方
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

▼
あ
な
た
は
、
ど
の
被
保
険
者
で
す

か
？

　

保
険
料
の
納
め
方
の
違
い
な
ど
に

よ
り
、
加
入
者
は
第
１
号
被
保
険

者
、
第
２
号
被
保
険
者
、
第
３
号
被

保
険
者
の
３
種
類
に
分
け
ら
れ
ま

す
。

○
第
１
号
被
保
険
者

　

自
営
業
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
等

○
第
２
号
被
保
険
者

　

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
会
社
員
や
公
務
員
等

○
第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る　

〜　

歳
の
配
偶
者

２０

６０

※
次
の
方
は
希
望
す
れ
ば
加
入
（
任

意
加
入
）
で
き
ま
す

①　

歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
の
受

６０
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い

か
、
満
額
の
年
金
に
満
た
な
い
方

②　

〜　

歳
の
外
国
に
住
む
日
本
人

２０

６５

▼
全
額
・
半
額
免
除

　

申
請
し
て
承
認
を
受
け
る
と
保
険

料
が
全
額
ま
た
は
半
額
免
除
さ
れ
ま

す
。
承
認
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
に
基

づ
き
判
定
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
の
免

除
を
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を

受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
含
ま

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
半
額
免
除
を
承
認
さ
れ

た
期
間
は
、
半
額
の
保
険
料
を
納
付

し
な
い
場
合
は
、
未
納
期
間
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
つ
い

て
は
、
全
額
免
除
さ
れ
た
期
間
は
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
の
３
分

の
１
、
半
額
免
除
さ
れ
た
期
間
は
全

額
納
付
し
た
場
合
の
３
分
の
２
と
し

て
計
算
さ
れ
ま
す
。

▽
持
ち
物
＝
年
金
手
帳
、
審
査
対
象

者
の
平
成　

年
中
の
所
得
証
明
書

１６

（
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
転
入
さ

１７

れ
た
方
の
み
）、
印
鑑

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
〜　

歳
未

３０

満
の
方
が
対
象

　
　

歳
未
満
の
本
人
お
よ
び
配
偶
者

３０
の
所
得
が
全
額
免
除
基
準
以
下
の
場

合
は
、
同
居
し
て
い
る
世
帯
主
の
所

得
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
れ
ば
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

　

保
険
料
を
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

▼
国
民
年
金
保
険
料
は
１
カ
月
１
万

３
千　

円
で
す
（
平
成　

年
度
）

５８０

１７

　

第
１
号
被
保
険
者
の
方
は
、
保
険

料
を
自
分
で
納
め
な
い
と
、
将
来
年

金
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
第
２
号
・

第
３
号
被
保
険
者
の
方
は
、
加
入
す

る
厚
生
年
金
な
ど
の
制
度
か
ら
ま
と

め
て
納
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
国
民
年

金
保
険
料
を
個
別
に
納
め
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
第
１
号
被
保

険
者
で
将
来
の
年
金
を
多
く
受
け
た

い
方
は
、
１
カ
月　

円
の
付
加
保
険

４００

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮
ら
し
た
い
と
願
っ
て

い
ま
す
が
、
老
後
は
必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。
老
後
の
生
活

を
安
心
し
て
過
ご
す
た
め
に
は
、
年
金
は
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
年
金
は
病
気
や
け
が
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た

と
き
や
一
家
の
大
黒
柱
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の

方
や
ご
家
族
を
支
え
る
も
の
で
す
。
広
報
今
号
で
は
、
国

民
年
金
手
続
き
の
主
な
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
先

保
険
年
金
課
年
金
係

国民年金の手続きは忘れずに国民年金の手続きは忘れずに
国
民
年
金
は

国
民
年
金
は

み
ん
な
が
加
入
者
で
す

み
ん
な
が
加
入
者
で
す

１１月の市民相談は２面です

届け出方法必要な手続きこんなとき

社会保険事務所から送付され
る「国民年金のご案内（加入
届）」を記入し、保険年金課へ
提出を

厚生年金や共済組合に加入し
ていない方や学生は、加入手
続きが必要です

２０歳になった
とき

年金手帳、印鑑、離職証明な
どの退職日のわかる書類を持
参し、保険年金課へ届け出を

厚生年金や共済組合に加入し
ていた方が、退職したときは
第１号被保険者への変更手続
きが必要です

６０歳になる前
に会社などを
退職したとき

厚生年金や共済組合に加入し
ていた配偶者が退職したとき
は、扶養されていた方（第３
号被保険者）も第１号被保険
者への変更手続きが必要です

配偶者が退職
したとき

年金手帳、印鑑、扶養からは
ずれた日のわかる書類を持参
し、保険年金課へ届け出を

収入が増えたり、離婚等によ
り配偶者の扶養（第３号被保
険者）でなくなったときは、
第１号被保険者への変更手続
きが必要です

配偶者の扶養
（第３号被保
険者）でなく
なったとき

配偶者の勤務先へ届け出を

厚生年金や共済組合に加入し
ている配偶者の扶養（第３号
被保険者）になったときは、配
偶者の勤務先へ届け出します

配偶者の扶養
（第３号被保
険者）になっ
たとき

印鑑、基礎年金番号のわかる
書類または身分証明書を持参
し、保険年金課へ届け出を
（お急ぎの場合は直接八王子
社会保険事務所で申請を）

第１号被保険者は「年金手帳
再交付申請書」を提出すれば、
後日、年金手帳は八王子社会
保険事務所から郵送されます

年金手帳をな
くしたとき

こんなときは届け出が必要です映
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
持
ち
物
＝
年
金
手
帳
、
審
査
対
象

者
の
平
成　

年
中
の
所
得
証
明
書

１６

（
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
転
入
さ

１７

れ
た
方
の
み
）、
印
鑑

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
校
法
人
等
の
学
生
は
、
本
人
の

前
年
所
得
が　

万
円
以
下
の
場
合
、

１１８

申
請
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
保
険
料
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
を
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。
申
請
は
毎
年
度
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
持
ち
物
＝
学
生
証
、
年
金
手
帳
、

印
鑑

　

以
上
、
い
ず
れ
も
保
険
料
を
免
除

ま
た
は
納
付
猶
予
さ
れ
た
期
間
に
つ

い
て
は
、　

年
以
内
で
あ
れ
ば
一
定

１０

の
金
額
を
加
算
し
て
保
険
料
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
方

　

国
（
社
会
保
険
庁
）
か
ら
送
付

さ
れ
た
納
付
書
で
、
全
国
の
金
融

機
関
や
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
社
会
保
険
事
務
所
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
保
険
料
を
あ
ら
か
じ
め

６
カ
月
、
１
年
分
単
位
で
納
め
る

と
割
引
さ
れ
る
「
前
納
制
度
」
が

あ
り
ま
す
。

便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
の
ご
利

用
を

　

納
め
忘
れ
が
な
い
口
座
振
替
が

ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。
ご
希
望
の

方
は
、
直
接
、
金
融
機
関
や
郵
便

局
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
毎
月
納
付
を
、
通
常
行

っ
て
い
る「
翌
月
末
引
き
落
と
し
」

か
ら
「
当
月
末
引
き
落
と
し
」
に

変
更
す
る
と
、
１
カ
月
当
た
り　
４０

円
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
口
座
振
替
で
６
カ
月

・
１
年
前
納
を
す
る
と
現
金
納
付

よ
り
多
く
割
引
に
な
り
ま
す
。　

　

月
６
日
〜　

日
は
年
金
週

１１

１２

間
　

年
金
週
間
に
合
わ
せ
て
東
京
都

内
の
各
社
会
保
険
事
務
所
で
年
金

相
談
窓
口
の
開
設
を
行
い
ま
す
。

▽
日
時
＝　

月
６
日
�
・　

日
�

１１

１２

午
前
９
時　

分
〜
午
後
４
時
※
麹

３０

町
・
神
田
・
日
本
橋
・
京
橋
の
各

社
会
保
険
事
務
所
は　

月
６
日
を

１１

除
く
。　

月
７
日
�
〜　

日
�
は

１１

１１

年
金
相
談
窓
口
の
受
付
時
間
を
午

後
７
時
ま
で
延
長

▽
問
合
せ
先
＝
八
王
子
社
会
保
険

事
務
所
（
�
０
４
２
６
・　

・
３

２６

５
１
１
）

国
民
年
金
保
険
料
を

国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
へ

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
へ

社
会
保
険
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

社
会
保
険
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ


